
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 501.2

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

農業振興地域農用地区域内の農地及びその周辺の農地を農業上の利用が行われる区域とする。
別紙１の農地における営農型太陽光発電事業の実施について、地域計画の区域内の農地の効率的かつ総合的
な利用に支障がないことを確認した。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

当地区は、市の北部に位置し、柔らかく水はけの良い火山灰土の土壌を生かした畑作が盛んな地域である。経
営作物は落花生、人参、西瓜、トマトなどの露地野菜や施設野菜が多い。地域農業における課題は以下のとおり
である。
・農業者の高齢化が進み、後継者が未定の経営体が多いため、担い手が不足している。
・温暖化等の気候変動により、病害が増加している。
・人手が不足している。
・農業は儲からないので、今後の希望が持てない。
・資材費や人件費が高騰しているが、農作物に価格転嫁できず、所得が減少している。
・灌漑用水が地域全体で整備しきれておらず、農業が困難な農地がある。
・休日が天候等の影響で不規則になりがちで、取得自体が困難である。
・後継者がいないため、設備投資をすることが難しい。

当地区は、落花生、人参、西瓜、トマトなどの露地野菜や施設野菜の栽培を中心に引き続き営農を行いつつ、今
後、温暖化に対応しつつ、労働力に見合った所得の増加に繋がる高収益作物の栽培を地域全体で考えていく。
また、今後も現在ある農地の維持を続けていくために、認定農業者などの担い手を中心に農地の集積・集約化を
進め効率的な営農を行う。

区域内の農用地等面積 543.8

地域名
（地域内農業集落名）

八街北地区

（住野、文違、榎戸）
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（第６回）
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３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

①アライグマなどの有害鳥獣被害防止のため、電気柵の設置を行う。
②緑肥を活用し、化学肥料や農薬に頼らない環境に配慮した栽培を行う。
③農作業の効率化のため、スマート農業機械を導入する。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨耕畜連携等 ⑩その他

【選択した上記の取組方針】

担い手のニーズを踏まえ、基盤整備事業の活用を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

認定農業者や認定新規就農者などの今後の農業を担う者を確保・育成していくために、ＪＡや県、市などの関係
機関と連携し、栽培技術や営農に関する情報提供などの支援を行っていく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

現状の経営を維持し、遊休農地の発生防止を図るために、農作業委託の活用を検討する。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④畑地化・輸出等 ⑤果樹等

（３）基盤整備事業への取組方針

（１）農用地の集積、集約化の方針

農地中間管理機構を活用して、認定農業者や認定新規就農者などの担い手を中心に、農地の集積・集約化を進
める。

（２）農地中間管理機構の活用方針

農地中間管理機構を活用しつつ、担い手の経営意向を斟酌し、段階的に集約化を進める。



大字 小字 地番
1 八街 榎台 は18番5 畑 1,577 令和7年5月2日 No.1
2 八街 榎台 は18番35 畑 837 令和7年5月2日 No.1
3 八街 榎台 は18番513 畑 497 令和7年5月2日 No.1
4 八街 榎台 は18番514 畑 508 令和7年5月2日 No.1
5 八街 榎台 は18番515 畑 545 令和7年5月2日 No.1
6 八街 榎台 は18番516 畑 538 令和7年5月2日 No.1
7 八街 榎台 は18番517 畑 534 令和7年5月2日 No.1
8 八街 榎台 は18番518 畑 530 令和7年5月2日 No.1
9 八街 榎台 は18番519 畑 525 令和7年5月2日 No.1
10 八街 榎台 は18番520 畑 521 令和7年5月2日 No.1
11 八街 榎台 は18番521 畑 517 令和7年5月2日 No.1
12 八街 榎台 は18番522 畑 512 令和7年5月2日 No.1
13 八街 榎台 は18番523 畑 508 令和7年5月2日 No.1
14 八街 榎台 は18番524 畑 504 令和7年5月2日 No.1
15 八街 榎台 は18番525 畑 500 令和7年5月2日 No.1
16 八街 榎台 は18番526 畑 495 令和7年5月2日 No.1
17 八街 榎台 は18番527 畑 491 令和7年5月2日 No.1
18 八街 榎台 は18番529 畑 573 令和7年5月2日 No.1
19 八街 榎台 は18番530 畑 519 令和7年5月2日 No.1
20 八街 榎台 は18番531 畑 626 令和7年5月2日 No.1
21 八街 榎台 は18番532 畑 642 令和7年5月2日 No.1
22 八街 榎台 は18番533 畑 607 令和7年5月2日 No.1
23 八街 榎台 は18番534 畑 620 令和7年5月2日 No.1
24 八街 榎台 は18番535 畑 568 令和7年5月2日 No.1
25 八街 榎台 は18番536 畑 442 令和7年5月2日 No.1
26 八街 榎台 は18番537 畑 135 令和7年5月2日 No.1
27 八街 榎台 は18番538 畑 677 令和7年5月2日 No.1
28 八街 榎台 は18番539 畑 498 令和7年5月2日 No.1
29 八街 榎台 は18番540 畑 494 令和7年5月2日 No.1
30 八街 榎台 は18番541 畑 657 令和7年5月2日 No.1
31 八街 榎台 は18番542 畑 548 令和7年5月2日 No.1
32 八街 榎台 は18番543 畑 608 令和7年5月2日 No.1
33 八街 榎台 は18番544 畑 559 令和7年5月2日 No.1
34 八街 藤株 は2番30 畑 7,258 令和7年10月31日 No.2
35 八街 藤株 は2番31 畑 284 令和7年10月31日 No.2
36 八街 藤株 は2番110 畑 1,814 令和7年10月31日 No.2
37 八街 藤株 は2番357 畑 324 令和7年10月31日 No.2
38 八街 谷上 は33番25 畑 2,107 令和8年4月2日 No.3
39 八街 谷上 は33番26 畑 1,062 令和8年4月2日 No.3
40 八街 谷上 は33番29 畑 358 令和8年4月2日 No.3
41 八街 谷上 は33番30 畑 853 令和8年4月2日 No.3

地図番号No.

別紙1

所在
現況地目 面積（㎡） 協議の場開催年月日



1:1500

地図番号　No.1



1:1500

地図番号　No.2



1:1500

地図番号　No.3


